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参考条文 

 

個人情報の保護に関する法律 

 

（定義）  

第二条  この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個

とができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それによ

識別することができることとなるものを含む。）をいう。  

２  この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を

合物であって、次に掲げるものをいう。  

一  特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるよう

成したもの  

二  前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索すること

に体系的に構成したものとして政令で定めるもの  

３  この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データ

業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。  

一  国の機関  

二  地方公共団体  

三  独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関

成十五年法律第五十九号）第二条第一項 に規定する独立行政法人等

同じ。）  

四  地方独立行政法人（地方独立行政法人法 （平成十五年法律第百

第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）  

五  その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益

れが少ないものとして政令で定める者  

４  この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等

人情報をいう。  

５  この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者

容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の

のできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかにな

益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以

める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。  

６  この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によ

る特定の個人をいう。  
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（利用目的の特定）  

第十五条  個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用

の目的（以下「利用目的」という。）をできる限り特定しなければならない。  

２  個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と

相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。  

 

（利用目的による制限）  

第十六条  個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規

定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱

ってはならない。  

２  個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者か

ら事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の

同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲

を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。  

３  前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。  

一  法令に基づく場合  

二  人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同

意を得ることが困難であるとき。  

三  公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合

であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。  

四  国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事

務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得

ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。  
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